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資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
、
電
力
需
給
が
逼
迫
し
て
い
る
こ
と
か
ら
「
二
〇
二
二
年
度
夏
季
の
省
エ
ネ
・
節
電
へ
の
ご
協
力
の

お
願
い
」
を
国
民
と
事
業
者
に
依
頼
し
て
い
る
。
ま
た
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
庁
は
、
第
四
十
七
回
総
合
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
調
査

会
電
力
・
ガ
ス
事
業
分
科
会
電
力
・
ガ
ス
基
本
政
策
小
委
員
会
で
配
布
し
た
資
料
に
お
い
て
、
「
二
〇
二
二
年
度
冬
季
の
電
力

需
給
の
見
通
し
」
と
し
て
、
「
現
時
点
で
は
二
〇
二
三
年
一
月
、
二
月
に
東
京
か
ら
九
州
の
全
七
エ
リ
ア
で
安
定
供
給
に
必
要

な
予
備
率
三
％
を
確
保
で
き
な
い
見
通
し
」
を
示
し
た
。 

 

一
方
で
、
地
方
自
治
体
の
中
に
は
、
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
を
活
用
し
て
街
の
賑
わ
い
を
取
り
戻
す
た
め
と
し
て
イ
ル
ミ
ネ

ー
シ
ョ
ン
事
業
な
ど
電
力
消
費
を
増
加
さ
せ
る
よ
う
な
事
業
を
計
画
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。 

 

そ
こ
で
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

政
府
は
国
民
と
事
業
者
に
対
し
て
節
電
へ
の
協
力
を
お
願
い
し
て
い
る
が
、
地
方
自
治
体
に
対
し
て
も
節
電
へ
の
協
力
を

お
願
い
し
て
い
る
の
か
。 

二 

政
府
が
節
電
を
国
民
と
事
業
者
に
要
請
し
て
い
る
と
き
に
、
電
力
消
費
を
増
加
さ
せ
る
地
方
自
治
体
の
事
業
に
国
か
ら
の

財
源
が
充
当
さ
れ
る
こ
と
は
不
適
切
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
如
何
。 



 

２ 

 

三 

地
方
創
生
臨
時
交
付
金
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
の
た
め
の
取
組
で
あ
る
限
り
、
原
則
、
地
方
公
共
団
体
が
自
由

に
使
う
こ
と
が
で
き
る
と
な
っ
て
い
る
が
、
政
府
の
政
策
方
針
と
は
相
反
す
る
事
業
で
あ
っ
て
も
国
は
交
付
金
を
交
付
す
る

の
か
。 

 

右
質
問
す
る
。 


